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）

答

弁

第

五

号 

     

衆
議
院
議
員
深
澤
義
守
君
提
出
わ
く
外
金
融
・
投
資
業
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 

内
閣
衆
質
第
五
号 

昭
和
二
十
六
年
十
一
月
十
六
日 

衆

議

院

議

長 

林 
 

讓 

治 

殿 

内
閣
総
理
大
臣 

吉 

田 
 

茂 

一 

 



 

三 

衆
議
院
議
員
深
澤
義
守
君
提
出
わ
く
外
金
融
・
投
資
業
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一 

東
京
都
日
本
橋
橘
町
所
在
の
保
全
経
済
会
は
、
商
法
上
の
匿
名
組
合
組
織
を
採
り
、
全
国
各
地
に
百
箇
所
近
く
の
事
務

所
を
持
ち
、
広
告
パ
ン
フ
レ
ツ
ト
等
に
よ
り
会
員
を
募
つ
て
現
金
又
は
株
券
を
も
つ
て
出
資
さ
せ
、
こ
れ
を
株
式
投
資
に

運
用
し
相
当
高
率
の
配
当
を
行
つ
て
い
る
模
様
で
あ
る
が
、
同
会
の
事
業
に
つ
い
て
は
、
現
行
関
係
法
規
に
違
反
す
る
か

否
か
に
つ
い
て
政
府
と
し
て
か
ね
て
よ
り
検
討
中
で
あ
り
、
必
要
に
よ
つ
て
は
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
考
え
で
あ
る
。 

二 

出
資
に
対
す
る
配
当
は
、
依
然
続
行
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
経
理
内
容
等
に
つ
い
て
の
調
査
の
段
階
ま
で
に
至
つ

て
い
な
い
の
で
現
在
の
と
こ
ろ
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。 

三 

保
全
経
済
会
理
事
長
伊

斗
福
は
、
大
蔵
省
嘱
託
の
事
実
は
な
く
、
去
る
十
月
二
十
七
日
渡
米
の
た
め
旅
券
の
発
行
を

受
け
て
い
る
が
、
渡
米
の
目
的
に
つ
い
て
は
、
大
蔵
省
は
全
く
関
係
し
て
い
な
い
。 

四 

同
会
が
投
資
銀
行
法
の
立
案
を
推
進
し
、
日
本
最
初
の
投
資
銀
行
と
し
て
発
足
し
た
い
希
望
を
も
つ
て
い
る
よ
う
に
そ

く
聞
す
る
が
、
政
府
と
し
て
は
、
同
会
の
い
う
と
こ
ろ
の
投
資
銀
行
法
の
立
案
の
計
画
は
ま
つ
た
く
な
い
。 



五 
同
会
に
対
し
て
は
十
分
に
調
査
の
上
、
税
法
の
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
従
い
適
確
な
る
課
税
を
行
う
所
存
で
あ
る
。 

六 

現
在
の
と
こ
ろ
以
上
各
項
を
除
い
て
は
未
だ
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
、
同
会
の
出
資
者
の
範
囲
は
き
わ
め
て
広

く
、
同
会
の
事
業
運
営
い
か
ん
に
よ
つ
て
は
、
出
資
者
に
不
測
の
損
害
を
與
え
る
お
そ
れ
が
あ
る
の
で
、
公
共
の
利
益
を

保
護
す
る
立
場
か
ら
更
に
検
討
を
加
え
る
所
存
で
あ
る
。 

右
答
弁
す
る
。 

四 

 




